
習志野市環境保全条例施行規則 別表第４ 規制基準 （大気汚染抜粋） 
 

１ 大気汚染に係る規制基準 

(１) いおう酸化物 

次の式により算出したいおう酸化物の量を限度とする。 

q＝K×１０-３×He２ 

ただし、K値は次のとおりとする。 

ア 昭和４９年４月１日以降に新設または増設するもの １.７５ 

イ 昭和４７年１月５日より昭和４９年３月３１日までに設置したもの ３.５０ 

ウ 昭和４７年１月４日以前に設置したもの ４.６７ 

備考 

１ この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。 

q いおう酸化物の排出量（単位：温度零度、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

K 地域並びに新・増設及び既設によつて異なる値 

He 次の式により補正した排出口の高さ（単位：メートル） 

He＝H０＋０.６５（Hm＋Ht） 

Hm＝０.７９５√（Q・V）／（１+（２.５８／V）） 

Ht＝２.０１×１０-３・Q（T-２８８）・（２.３０logJ＋（１／J）-１） 

J＝（１／√（Q・V））（１４６０-２９６×（V／（T-２８８））＋１ 

２ これらの式において、H０、Q、V及びTはそれぞれ次の値を表わすものとする。 

H０ 排出口の実高さ（単位：メートル） 

Q 摂氏１５度における総排出ガスの量（単位：立方メートル毎秒） 

V 総排出ガスの排出速度（単位：メートル毎秒） 

T 総排出ガスの温度（単位：絶対温度） 

 

(２) ばいじん 

第２欄に掲げる施設の種類及び第３欄に掲げる規模ごとに第４欄に掲げるばいじんの量とする。 

番号 施設の種類 施設の規模 ばいじん量 

１ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうちガスを専焼させるもの（５

の項に掲げるものを除く。） 

排出ガス量（温度が摂氏零度であつて、

圧力が１気圧の状態に換算した１時間

当たりの排出ガスの最大量とする。以下

同じ。）が４万立方メートル以上 

０.０５グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１０グラム 

２ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち重油その他の液体燃料

（紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除

く。以下この表において同じ。）を専焼させ

るもの並びにガス及び液体燃料を混焼させ

るもの（５の項に掲げるものを除く。） 

排出ガス量が２０万立方メートル以上 ０.０５グラム 

排出ガス量が４万立方メートル以上２０

万立方メートル未満 

０.１０グラム 

排出ガス量が１万立方メートル以上４万

立方メートル未満 

０.２０グラム 

排出ガス量が１万立方メートル未満 ０.３０グラム 

３ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発

生する黒液を専焼させるもの並びに紙パル

プの製造に伴い発生する黒液及びガス又

は液体燃料を混焼させるもの（５の項に掲

げるものを除く。） 

排出ガス量が２０万立方メートル以上 ０.１５グラム 

排出ガス量が２０万立方メートル未満 ０.２０グラム 

４ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち石炭を燃焼させるもの（次

項及び６の項に掲げるものを除く。） 

排出ガス量が２０万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が２０万立方メートル未満 ０.２０グラム 

５ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち同表の８の項の右欄に掲

げる触媒再生塔に附属するもの 

  ０.２０グラム 



６ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち石炭（１キログラム当たり

の発熱量が５,０００キロカロリー以下のもの

に限る。）を燃焼させるもの 

排出ガス量が１万立方メートル以上 ０.４０グラム 

排出ガス量が１万立方メートル未満 ０.７０グラム 

７ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち前各項に掲げるもの以外

のもの 

  ０.２０グラム 

８ 別表第１第１項第１号の表の２の項に掲げ

るガス発生炉 

  ０.０５グラム 

９ 別表第１第１項第１号の表の２の項に掲げ

る加熱炉 

  ０.１０グラム 

１０ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る焙焼炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１５グラム 

１１ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用

に供するもの 

  ０.２０グラム 

１２ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のも

の 

  ０.１５グラム 

１３ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る煆焼炉 

排出ガス量が１万立方メートル以上 ０.２０グラム 

排出ガス量が１万立方メートル未満 ０.２５グラム 

１４ 別表第１第１項第１号の表の４の項に掲げ

る溶鉱炉のうち高炉 

  ０.０５グラム 

１５ 別表第１第１項第１号の表の４の項に掲げ

る溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のも

の 

  ０.１５グラム 

１６ 別表第１第１項第１号の表の４の項に掲げ

る転炉 

  ０.１０グラム 

１７ 別表第１第１項第１号の表の４の項に掲げ

る平炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

１８ 別表第１第１項第１号の表の５の項に掲げ

る溶解炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

１９ 別表第１第１項第１号の表の６の項に掲げ

る加熱炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

２０ 別表第１第１項第１号の表の７の項に掲げ

る加熱炉 

  ０.１０グラム 

２１ 別表第１第１項第１号の表の８の項に掲げ

る触媒再生塔 

  ０.２０グラム 

２２ 別表第１第１項第１号の表の９の項に掲げ

る燃焼炉 

  ０.１０グラム 

２３ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉（石灰焼成炉に限る。次項にお

いて同じ。）のうち土中釜 

  ０.４０グラム 

２４ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外の

もの 

  ０.３０グラム 

２５ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供

するもの 

 

 

  ０.１０グラム 



２６ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物

原料の製造の用に供するもの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

２７ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉のうちの２３の項から前項まで

に掲げる以外のもの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が１万立方メートル以上４万

立方メートル未満 

０.２０グラム 

排出ガス量が１万立方メートル未満 ０.２５グラム 

２８ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維

製品（ガラス繊維を含む。）の製造の用に

供するもの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１５グラム 

２９ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス

又はフリットの製造の用に供するもの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１５グラム 

３０ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる溶融炉のうち前２項に掲げるもの以外

のもの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

３１ 別表第１第１項第１号の表の１１の項に掲

げる反応炉及び直火炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

３２ 別表第１第１項第１号の表の１２の項に掲

げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 

  ０.４０グラム 

３３ 別表第１第１項第１号の表の１２の項に掲

げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外の

もの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

３４ 別表第１第１項第１号の表の１３の項に掲

げる電気炉のうち合金鉄（珪素の含有率が

４０パーセント以上のものに限る。）の製造

の用に供するもの 

  ０.２０グラム 

３５ 別表第１第１項第１号の表の１３の項に掲

げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供

するもの（前項に掲げるものを除く。）及び

カーバイドの製造の用に供するもの 

  ０.１５グラム 

３６ 別表第１第１項第１号の表の１３の項に掲

げる電気炉のうち前２項に掲げるもの以外

のもの 

  ０.１０グラム 

３７ 別表第１第１項第１号の表の１４の項に掲

げる廃棄物焼却炉 

１時間の焼却能力が４千キログラム以

上 

０.０４グラム 

１時間の焼却能力が２千キログラム以

上４千キログラム未満 

０.０８グラム 

１時間の焼却能力が２千キログラム未

満 

０.１５グラム 

３８ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる焙焼炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１５グラム 

３９ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる焼結炉 

  ０.１５グラム 

４０ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる溶鉱炉 

  ０.１５グラム 

４１ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる転炉 

  ０.１５グラム 

４２ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる溶解炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 



４３ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる乾燥炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

４４ 別表第１第１項第１号の表の１９の項に掲

げる反応炉 

  ０.３０グラム 

４５ 別表第１第１項第１号の表の２１の項に掲

げる電解炉 

  ０.０５グラム 

４６ 別表第１第１項第１号の表の２２の項に掲

げる焼成炉 

  ０.１５グラム 

４７ 別表第１第１項第１号の表の２２の項に掲

げる溶解炉 

  ０.２０グラム 

４８ 別表第１第１項第１号の表の２４の項に掲

げる乾燥炉 

  ０.１０グラム 

４９ 別表第１第１項第１号の表の２４の項に掲

げる焼成炉 

  ０.１５グラム 

５０ 別表第１第１項第１号の表の２５の項に掲

げる溶解炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.２０グラム 

５１ 別表第１第１項第１号の表の２６の項に掲

げる溶解炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１５グラム 

５２ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる溶解炉 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ０.１０グラム 

排出ガス量が４万立方メートル未満 ０.１５グラム 

５３ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる反射炉 

  ０.１０グラム 

５４ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる反応炉（硝酸鉛の製造の用に供するも

のを除く。） 

  ０.０５グラム 

５５ 別表第１第１項第１号の表の２９の項に掲

げるコークス炉 

  ０.１５グラム 

５６ 別表第１第１項第１号の表の３０の項に掲

げるガスタービン 

  ０.０４グラム 

５７ 別表第１第１項第１号の表の３１の項に掲

げるディーゼル機関 

  ０.０８グラム 

５８ 別表第１第１項第１号の表の３２の項に掲

げるガス機関 

  ０.０４グラム 

５９ 別表第１第１項第１号の表の３３の項に掲

げるガソリン機関 

  ０.０４グラム 

備考 

１ この表の適用は、温度が摂氏零度であつて圧力１気圧の状態に換算した排出ガス１立方メート

ルの量とする。 

２ この表の第４欄に掲げるばいじんの量は、次の式（熱源として電気を使用する施設、２の項、３

の項、５の項、６の項及び７の項に掲げるボイラー、１０の項及び３９の項に掲げる焙焼炉、１１の

項、１２の項及び４０の項に掲げる焼結炉、１３の項に掲げる煆焼炉、１４の項に掲げる高炉、１５

の項及び４１の項に掲げる溶鉱炉、１６の項及び４２の項に掲げる転炉、１７の項に掲げる平炉、

１８の項、４３の項、４８の項、５１の項、５２の項及び５３の項に掲げる溶解炉、１９の項に掲げる

加熱炉、２７の項に掲げる焼成炉、３１の項に掲げる反応炉及び直火炉、３２の項に掲げる骨材

乾燥炉並びに３３の項、４３の項及び４８の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、５３の項に

掲げる反射炉、５４の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、５８の項に掲

げるガス機関、５９の項に掲げるガソリン機関にあつては、C＝Cs）により算出されたばいじんの

量とする。 

C＝（（２１－On）／（２１－Os））・Cs 

[この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 

C ばいじんの量（単位：グラム） 



On 次の表の左欄に掲げる各項の施設について同表の右欄に掲げる値とする。 

１の項 ５ 

４の項、２０の項、２１の項、４４の項、５４の項 ６ 

８の項、９の項、５５の項 ７ 

２２の項 ８ 

２５の項 １０ 

３７の項 １２ 

５７の項 １３ 

２３の項、２４の項、２８の項、３０の項、４６の項、４９の項 １５ 

２９の項、３２の項、３３の項、４３の項、４８の項、５６の項 １６ 

２６の項 １８ 

Os オルザット法又は日本工業規格B７９１３に定める方法により測定された排出ガス中の酸

素の濃度（当該濃度が２０パーセントを超える場合にあつては、２０パーセントとする。）（単

位：百分率） 

Cs 日本工業規格Z８８０８に定める方法により測定されたばいじんの量（単位：グラム）] 

３ この表の第４欄に掲げるばいじんの量は、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすす

の掃除を行う場合において排出されるばいじん（１時間につき合計６分間を超えない時間内に排

出されるものに限る。）は含まれないものとする。 

４ ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 

５ この表の５６の項に掲げるガスタービン、５７の項に掲げるディーゼル機関、５８の項に掲げるガ

ス機関及び５９の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものについては、

同表の第４欄に掲げるばいじんの量は、当分の間、適用しない。 

６ この表の３７の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち、この規則の施行日前に設置若しくは工事着手

したものについては、１時間の焼却能力が４千キログラム以上の施設は０.０８g／m３
Nとし、１時間

の焼却能力が２千キログラム以上４千キログラム未満の施設は０.１５g／m３
Nとし、１時間の焼却

能力が２千キログラム未満の施設は０.２５g／m３
Nとする。 

 

(３) 窒素酸化物 

第２欄に掲げる施設の種類及び第３欄に掲げる規模ごとに第４欄に掲げる窒素酸化物の量と

する。 

番号 施設の種類 施設の規模 窒素酸化物

量 

１ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうちガスを専焼させるもの 

排出ガス量（温度が摂氏零度であつて、

圧力が１気圧の状態に換算した１時間

当たりの排出ガスの最大量とする。以下

同じ。）が４万立方メートル以上 

１００立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が１万立方メートル以上４万

立方メートル未満 

１３０立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が１万立方メートル未満 １５０立方セ

ンチメートル 

２ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち重油その他の液体燃料 

排出ガス量が１０万立方メートル以上 １００立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が４万立方メートル以上１０

万立方メートル未満 

１３０立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が１万立方メートル以上４万

立方メートル未満 

１３０立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が１万立方メートル未満 １５０立方セ

ンチメートル 

３ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち石炭その他の固体燃料 

 

  ２５０立方セ

ンチメートル 



４ 別表第１第１項第１号の表の１の項に掲げ

るボイラーのうち前各項に掲げるもの以外

のもの 

  ２５０立方セ

ンチメートル 

５ 別表第１第１項第１号の表の２の項に掲げ

るガス発生炉 

  １５０立方セ

ンチメートル 

６ 別表第１第１項第１号の表の２の項に掲げ

る加熱炉 

  １５０立方セ

ンチメートル 

７ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る焙焼炉 

  ２２０立方セ

ンチメートル 

８ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る焼結炉 

  ２２０立方セ

ンチメートル 

９ 別表第１第１項第１号の表の３の項に掲げ

る煆焼炉 

  ２００立方セ

ンチメートル 

１０ 別表第１第１項第１号の表の４の項に掲げ

る溶鉱炉 

  １００立方セ

ンチメートル 

１１ 別表第１第１項第１号の表の５の項に掲げ

る溶解炉（キュウポラを除く。） 

  １８０立方セ

ンチメートル 

１２ 別表第１第１項第１号の表の６の項に掲げ

る加熱炉 

排出ガス量が１０万立方メートル以上 １００立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が４万立方メートル以上１０

万立方メートル未満 

１３０立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が４万立方メートル未満 １５０立方セ

ンチメートル 

１３ 別表第１第１項第１号の表の７の項に掲げ

る加熱炉 

排出ガス量が１０万立方メートル以上 １００立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が４万立方メートル以上１０

万立方メートル未満 

１３０立方セ

ンチメートル 

排出ガス量が４万立方メートル未満 １５０立方セ

ンチメートル 

１４ 別表第１第１項第１号の表の８の項に掲げ

る触媒再生塔 

  ２５０立方セ

ンチメートル 

１５ 別表第１第１項第１号の表の９の項に掲げ

る燃焼炉 

  ２５０立方セ

ンチメートル 

１６ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物

原料の製造の用に供するもの 

排出ガス量が４万立方メートル以上 ４００立方セ

ンチメートル 

１７ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる焼成炉のうちの前項までに掲げる以外

のもの 

  ２５０立方セ

ンチメートル 

１８ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維

製品（ガラス繊維を含む。）の製造の用に

供するもの 

  ３６０立方セ

ンチメートル 

１９ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス

又はフリットの製造の用に供するもの 

  ８００立方セ

ンチメートル 

２０ 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲

げる溶融炉のうち前２項に掲げるもの以外

のもの 

  １８０立方セ

ンチメートル 

２１ 別表第１第１項第１号の表の１１の項に掲

げる反応炉及び直火炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 



２２ 別表第１第１項第１号の表の１２の項に掲

げる乾燥炉 

  ２３０立方セ

ンチメートル 

２３ 別表第１第１項第１号の表の１４の項に掲

げる廃棄物焼却炉 

焼却能力が１時間当たり４千キログラム

以上 

２５０立方セ

ンチメートル 

焼却能力が１時間当たり４千キログラム

未満 

２５０立方セ

ンチメートル 

２４ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる焙焼炉 

  ２２０立方セ

ンチメートル 

２５ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる焼結炉 

  ２２０立方セ

ンチメートル 

２６ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる溶鉱炉 

  １００立方セ

ンチメートル 

２７ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる精製炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

２８ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる溶解炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

２９ 別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲

げる乾燥炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３０ 別表第１第１項第１号の表の１９の項に掲

げる反応炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３１ 別表第１第１項第１号の表の２２の項に掲

げる焼成炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３２ 別表第１第１項第１号の表の２２の項に掲

げる溶解炉 

  ６００立方セ

ンチメートル 

３３ 別表第１第１項第１号の表の２４の項に掲

げる乾燥炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３４ 別表第１第１項第１号の表の２４の項に掲

げる焼成炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３５ 別表第１第１項第１号の表の２５の項に掲

げる溶解炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３６ 別表第１第１項第１号の表の２６の項に掲

げる溶解炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３７ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる溶解炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３８ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる反射炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

３９ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる反応炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

４０ 別表第１第１項第１号の表の２７の項に掲

げる吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 

  ２００立方セ

ンチメートル 

４１ 別表第１第１項第１号の表の２９の項に掲

げるコークス炉 

  １８０立方セ

ンチメートル 

４２ 別表第１第１項第１号の表の３０の項に掲

げるガスタービン 

  ２０立方セン

チメートル 

４３ 別表第１第１項第１号の表の３１の項に掲

げるディーゼル機関 

  １００立方セ

ンチメートル 

４４ 別表第１第１項第１号の表の３２の項に掲

げるガス機関 

  ２００立方セ

ンチメートル 

４５ 別表第１第１項第１号の表の３３の項に掲

げるガソリン機関 

  ２００立方セ

ンチメートル 

 



備考 

１ この表の適用は、温度が摂氏零度であつて圧力１気圧の状態に換算した排出ガス１立方メート

ルの量とする。 

２ この表の第４欄に掲げる窒素酸化物の濃度は、次式により算出された濃度とする。なお、この表

の４０の項、及び鉛酸化物製造の溶解炉、鉛酸化物又は硫酸鉛の製造の用に供する反応炉及

び硫酸施設にあつては、C＝Csとする。 

C＝（（２１-On）／（２１-Os））・Cs 

[この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 

C 窒素酸化物の量（単位：立方センチメートル） 

On 次の表の左欄に掲げる各項の施設について同表の右欄に掲げる値とする。 

４４の項、４５の項 ０ 

２の項 ４ 

１の項 ５ 

３の項、４の項、１３の項、１４の項、２１の項、３０の項、３９の項 ６ 

５の項、６の項、４１の項 ７ 

１５の項 ８ 

９の項、１７の項 １０ 

１２の項 １１ 

１１の項、２３の項、２７の項、２８の項、３５の項、３６の項、３７の項 １２ 

４３の項 １３ 

７の項、２４の項 １４ 

８の項、１０の項、１８の項、２０の項、２５の項、２６の項、３１の項、３２の項、３４の項、３８

の項 

１５ 

１９の項、２２の項、２９の項、３３の項、４２の項 １６ 

１６の項 １８ 

Os オルザット法又は日本工業規格B７９１３に定める方法により測定された排出ガス中の酸

素の濃度（当該濃度が２０パーセントを超える場合にあつては、２０パーセントとする。）（単

位：百分率） 

Cs 日本工業規格K０１０４に定める方法により測定された窒素酸化物の量（単位：立方センチ

メートル）] 

３ この表の４２の項に掲げるガスタービン、４３の項に掲げるディーゼル機関、４４の項に掲げるガ

ス機関、４５の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものについては、同

表の第４欄に掲げる窒素酸化物量は、当分の間適用しない。 

 

(４) 有害物質 

第２欄に掲げる有害物質の種類及び第３欄に掲げる施設の種類・規模ごとに第４欄に掲げる

有害物質の量とする。 

番号 有害物質の種類 施設の種類・規模 有害物質の量 

１ カドミウム及びその

化合物 

別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲げる施設のうちガ

ラス又はガラス製品の製造（原料として硫化カドミウム又は

炭酸カドミウムを使用するものに限る。）の用に供するもの

並びに１５の項及び１６の項に掲げる施設 

０.５ミリグラム 

２ 塩素 別表第１第１項第１号の表の１６の項から２０の項までに掲

げる施設 

５ミリグラム 

３ 塩化水素 

 

 

 

 

 

 

別表第１第１項第１号の表の１４の項に掲げる施設 ３５０ミリグラム 

別表第１第１項第１号の表の１７の項から２０の項までに掲

げる施設 

１０ミリグラム 



４ 弗素、弗化水素及び

弗化珪素 

別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲げる施設のうちガ

ラス又はガラス製品の製造（原料としてほたる石又は珪弗

化ナトリウムを使用するものに限る。）の用に供するもの、２

２の項に掲げる反応施設（過燐酸石灰又は重過燐酸石灰

の製造の用に供するものを除く。）濃縮施設及び溶解炉（燐

酸質肥料の製造の用に供するものを除く。）並びに２３の項

及び２４の項に掲げる施設 

２.５ミリグラム 

別表第１第１項第１号の表の２１の項に掲げる電解炉 １ .０（２ .５）ミリ

グラム 

別表第１第１項第１号の表の２２の項に掲げる反応施設（過

燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限

る。）及び溶解炉のうち電気炉（燐酸質肥料の製造の用に

供するものに限る。） 

２.５ミリグラム 

別表第１第１項第１号の表の２２の項に掲げる焼成炉及び

溶解炉のうち平炉（燐酸質肥料の製造の用に供するものに

限る。） 

２.５ミリグラム 

５ 鉛及びその化合物 別表第１第１項第１号の表の１０の項に掲げる施設のうちガ

ラス又はガラス製品の製造（原料として酸化鉛を使用するも

のに限る。）の用に供するもの 

１０ミリグラム 

別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲げる焙焼炉、転

炉、溶解炉及び乾燥炉並びに２５の項から２７の項までに掲

げる施設 

１０ミリグラム 

別表第１第１項第１号の表の１５の項に掲げる焼結炉及び

溶鉱炉 

１０ミリグラム 

６ ダイオキシン類 別表第１第１項第３号の表の１に掲げる施設 ０.１ナノグラム

―TEQ 

別表第１第１項第３号の表の２に掲げる施設 ０.５ナノグラム

―TEQ 

別表第１第１項第３号の表３及び４に掲げる施設 １ナノグラム―

TEQ 

別表第１第１項第３号の表の５の項の掲げる施設で、一時

間あたりの焼却能力が４千キログラム以上 

０.１ナノグラム

―TEQ 

別表第１第１項第３号の表の５の項の掲げる施設で、一時

間あたりの焼却能力が２千キログラム以上、４千キログラム

未満 

１ナノグラム―

TEQ 

別表第１第１項第３号の表の５の項の掲げる施設で、一時

間あたりの焼却能力が２千キログラム未満 

５ナノグラム―

TEQ 

備考 

１ この表の適用は、温度が摂氏零度であつて圧力１気圧の状態に換算した排出ガス１立方メート

ル当たりの量とする。 

２ この表に掲げる有害物質の量は、次の各号に定める方法により採取測定を行うものとする。な

お、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質

（１時間につき合計６分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとす

る。 

(１) １及び５の項に掲げるものにあつては日本工業規格Z８８０８に定める方法により採取し、原

子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウム又は鉛として測定される量とす

る。 

(２) ２の項に掲げるものにあつては、日本工業規格K０１０６に定める方法のうちオルトトリジン法

又は連続分析法により測定される量とする。 

(３) ３の項に掲げるものにあつては、日本工業規格K０１０７に定める方法のうちチオシアン酸第

二水銀法により測定される量とする。 



(４) ４の項に掲げるものにあつては、日本工業規格K０１０５に定める方法のうち吸光光度法によ

り弗素として測定される量とする。 

(５) ６の項に掲げるものにあつては、日本工業規格K０３１１より測定されたダイオキシン類の量

を２,３,７,８―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した量（TEQ：換算に当たつては、

ダイオキシン類対策特別処置法施行規則（平成１１年総理府令第６７号）第３条に規定する方

法による。以下同じ。）とするほか、次によること。 

イ 排出ガスの採取に当たつては、通常操業状態において（別表第１第１項第３号の表の５の

項に掲げる廃棄物焼却炉については、燃焼状態が安定した時点から１時間以上経過した

後）、原則４時間以上採取する。 

ロ 別表第１第１項第３号の表の１項に掲げる焼結炉及び同表同項同号の表の５の項に掲げ

る廃棄物焼却炉からの排出ガスを測定する場合にあつては、日本工業規格K０３１１の７・４・

３の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素濃度(On)は同表同項同

号の表の１項に掲げる焼結炉にあつては１５パーセント、同表同項同号の表の５の項に掲げ

る廃棄物焼却炉にあつては１２パーセントとすること。 

３ この表の３の項の第４欄に掲げる塩化水素の量（別表第１第１項第１号の表の１４の項に掲げる

廃棄物焼却炉に係るものに限る。）は、次の式により算出された塩化水素の量とする。 

C＝（９／（２１-Os））・Cs 

[この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 

C 塩化水素の量（単位：ミリグラム） 

Os 排出ガス中の酸素の濃度（単位：百分率） 

Cs 日本工業規格K０１０７に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を

温度が零度であつて圧力が１気圧の状態における排出ガス１立方メートル中の量に換算し

たもの（単位：ミリグラム）] 

４ 第４欄の（ ）内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸収され、ダクトを通じて排出口から排

出される場合の当該排出口における有害物質の量である。 

５ 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 

６ この表の６の項について、この規則の施行日前に設置若しくは工事着手したものは、平成１４年

１１月３０日までは、左欄に掲げる施設ごとに中欄の値を、平成１４年１２月１日からは左欄に掲

げる施設ごとに右欄に掲げる値とする。 

施設の種類 平成１４年１１月３０日まで 平成１４年１２月１日から 

別表第１第１項第３号の表の１に掲げる施設 ２ナノグラム―TEQ １ナノグラム―TEQ 

別表第１第１項第３号の表の２に掲げる施設 ２０ナノグラム―TEQ ５ナノグラム―TEQ 

別表第１第１項第３号の表３に掲げる施設 ４０ナノグラム―TEQ １０ナノグラム―TEQ 

別表第１第１項第３号の表４に掲げる施設 ２０ナノグラム―TEQ ５ナノグラム―TEQ 

別表第１第１項第３号の表の５の項の掲げる施設

で、一時間あたりの焼却能力が４千キログラム以上 

８０ナノグラム―TEQ １ナノグラム―TEQ 

別表第１第１項第３号の表の５の項の掲げる施設

で、一時間あたりの焼却能力が２千キログラム以

上、４千キログラム未満 

８０ナノグラム―TEQ ５ナノグラム―TEQ 

別表第１第１項第３号の表の５の項の掲げる施設

で、一時間あたりの焼却能力が２千キログラム未満 

８０ナノグラム―TEQ １０ナノグラム―TEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(５) 粉じん 

粉じんの基準は、周囲の環境等に照らし、粉じんを発生し、又は排出する場所の周囲の人若し

くは物に著しい障害を与えると認められない程度とし粉じん発生施設の構造等に関する基準（以

下「設備基準」という。）は、中欄に掲げる施設ごとに右欄のとおりとする。 

番号 施設の種類 構造に関する基準 

１ 別表第１第１項第２

号の表の１の項に掲

げるコークス炉 

(１) 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じ

ん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置

して行うこと。 

(２) 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの粉

じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を

有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行す

る炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガ

イド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー

等を設置して行うこと。 

(３) 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の

効果を有する装置を設置して行うこと。 

２ 別表第１第１項第２

号の表の２項に掲げ

るたい積場 

粉じんが飛散するおそれがある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の

各号の一に該当すること。 

(１) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

(２) 散水設備によつて散水が行われていること。 

(３) 防じんカバーでおおわれていること。 

(４) 薬液の散布又は表層の締め固めが行われていること。 

(５) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

３ 別表第１第１項第２

号の表の３の項に掲

げるベルトコンベア及

びバケットコンベア 

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合

は、次の各号の一に該当すること。 

(１) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

(２) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、

並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそ

れのある部分に第３号又は第４号の措置が講じられていること。 

(３) 散水設備によつて散水が行われていること。 

(４) 防じんカバーでおおわれていること。 

(５) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

４ 別表第１第１項第２

号の表の４及び５の

項に掲げる破砕機、

摩砕機及びふるい 

次の各号の一に該当すること。 

(１) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

(２) フード及び集じん機が設置されていること。 

(３) 散水設備によつて散水が行われていること。 

(４) 防じんカバーでおおわれていること。 

(５) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

５ 別表第１第１項第２

号の表の６の項に掲

げるバッチャープラン

ト及びセメントサイロ 

(１) バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置
されていること。 

(２) セメントサイロは密閉構造であること。 
(３) セメントの投入部には、バッチャープラントにあつてはフード、サイロ
にあつてはフード及び遠心力集じん装置（マルチサイクロン方式のもの
に限る。）が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設
備が設置されていること。 

(４) セメントの積出部は、粉じんが飛散しにくい構造であること。 
(５) セメントの積出作業をするときは、散水設備によつて散水が行われ
ていること。 

(６) レディミクストコンクリートの漏出がないこと。 
(７) トラックミキサー車から漏出するレディミクストコンクリート、散水され
た水及びトラックミキサー車の洗車に使用された水は、沈澱槽又は集
水槽に集められること。 



６ 別表第１第１項第２

号の表の７の項に掲

げる製綿機 

次の各号の一に該当すること。 

(１) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

(２) 遠心力集じん装置（マルチサイクロン方式のものに限る。）が設置

されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置され

ていること。 

(３) 前各号と同等以上の効果を有する装置が講じられていること。 

７ 別表第１第１項第２

号の表の８の項に掲

げる、解綿用機械、

混合機、紡織用機

械、切断機、研磨

機、切削用機械、破

砕機及び摩砕機、プ

レス並びに穿孔機 

次の各号の一に該当すること。 

(１) 石綿粉じんが飛散しない構造の建築物内に設置されていること。 

(２) 石綿粉じんの飛散を防止するために集塵機等防止施設を設置す

るに当つては、当該敷地境界線上での大気中の石綿の濃度（石綿

粉じんの測定方法は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法「平成

元年環境庁告示第９３号」による。）を１リットルにつき５本以内となる

能力を有する施設であること。 

 

 


